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ワタシの名前は「でんぱ
りょうこ」！ 
ワタシがアマチュア無線
局の電子申請の方法に
ついて案内するよ！ 
よろしくお願いします。 

でんぱ@りょうこ 



電子申請の流れ（ＩＤ・パスワード方式） 
  電子申請の流れ 

総合通信局 

申請書 ④受付・初期審査 

⑤納付番号発番 

③送信 

申請者 

⑥納付通知 
⑦納付通知 
受信 

⑩電子納付 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷ
ﾝｸﾞかＡＴＭ（ペ
イジー） 

⑪納付情報 
⑫納付確認 

⑬申請書処理 
⑭免許・許可 

免許状 

⑧納付情報照会 

・収納機関番号 
・納付番号（⑥⑦でお知らせ済） 
・確認番号 

⑨納付情報入手 

電子申請は以下の流れに添って手続きが進みます。 
なお、本流れは基本的なもので、不備等があった場合は、本流れ
とは違った手続きが必要となることがありますので、注意してください。 

  電子申請の開始にあたって 

総務省の電子申請・届出システムは、ウィンドウズパソコンにのみ 
対応しており、マッキントッシュパソコンは使用できません。 
また、マッキントッシュパソコンでウィンドウズを搭載していても、同様 
です。システムへのアクセスは可能ですが、新規ユーザ登録や電子 
申請の送信はできません。 
申し訳ありませんが、電子申請を行う際はウィンドウズパソコンを 
使用して下さい。 

ごめん
ﾈ! 

（郵送） 
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新規ユーザ登録 
②ＩＤ・パスワードの取得 

①申請者情報送信 

本人確認、データベースに登録 
（郵送） 



ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（ユーザー登録） 

各種検索サイトから「アマ
チュア無線 電子申請」で
検索して、［電子申請・届
出システムＬｉｔｅ］を選択、ク
リックして下さい。 

（どちらか一方でOKです。） 

  電子申請・届出システム画面－１ 

総務省のHP 
だよ！ 

まずはユーザー
登録です！ 

http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html 

このバナーをクリック 

検索サイトで、総務省電子申請サイトを
探せない場合は、「中国総合通信局」で
検索してください。 
左記ホームページが表示されますので、赤
枠をクリックすると「電子申請・届出システ
ムLite（次ページのトップ画面）」に移ります。 

本「ガイドブック」がダウンロードできます。 
アマチュア無線 又は、無線局電子申請  

２ 

参 考 

アマチュア無線 電子申請 検索 



  ユーザー登録画面－３ （利用規約の確認） 

利用規約を確認の上、 
内容に同意できれば 

ここをクリック 

中略 

「同意する」を 
押してネ！ 

  ユーザー登録画面－２ （Liteのメニュー画面） 

ここをクリック 

左記の画面が表示されます。 

新規ユーザー
登録をクリック
してネ！ 

文字の大きさを変えられます。 

３ 



ガイドに従い、各フィールドに入力してください。 

  ユーザー登録画面－４ （ユーザ情報の入力） 

ＡＴ局を開設していますか？ 
開設済なら「開設済」を選択、 
未開設又は失効の場合は「未開設」 
を選択してください。 

個人か社団を選択。 
※社団を選択された方は  緑枠も記入。 

個人名（又は代表者名）を記入してく 
ださい。フリガナもお忘れなく。 

住所を記入してください。 
※ユーザID発行後の通知先となります。 
アパート名も記入してください。 
フリガナは、市区町村を除いて地番も 
お忘れ無く。 
「転送不可」の郵便で送りますので 
ご注意ください。 

電話番号を記入してください。 

生年月日を記入してください。 

免許番号を記入してください。 

アマチュア無線を操作可能な無線従事 
者免許証番号を記入してください。 
最初のアルファベットは４文字以内です。 
（英字の「オー」と数字の「ゼロ」等に注意） 

呼出符号を記入してください。 

メールアドレス確認のため２度入力して 
ください。 

本システムのサービスに関するお知らせ 
メール配信を希望するか希望しないか？ 
システムの停止等の重要な情報を 
お伝えしていますので、希望されると 
便利です。また、再免許のお知らせは、 
免許の有効期間満了前に申請期間 
等をメールでお知らせします。 

入力が完了したらここをクリック。記入漏れ・不備があれば 
訂正を求めるメッセージが表示されますので、訂正してください。 

間違わないように 
入力してネ！ 

社団を選択された場合 

氏名・電話番号が申込者情報と同じ 
場合は［申請者情報から自動入力］ 
を押してください。 

４ 

アマチュア無線局を開設
している場合に要記載 

メールの受信について確認してください。 



 
 
 
 

問い合わせ番号 

  ユーザー登録画面ー６ （問い合わせ番号の発行） 

問い合わせ番号を記録（メモ）して、 
ご自身で保管して下さい。 

本申込みから、１週間程度で「ﾕｰ
ｻﾞＩＤ通知書」（ハガキ）が郵送され
ます。 

ﾕｰｻﾞＩＤ通知書到着後、「初期パ
スワードの変更」を行った後、電子
申請を行ってください。 

Ｕ２０１２＊＊＊＊－００００＊＊＊＊ 

  ユーザー登録画面－５ （ユーザ情報確認） 

ユーザー情報確認画面 
 
 
 

入力内容を確認の上、 
［送信］をクリック 

訂正事項があれば、 
［戻る］をクリック 

前頁入力画面に戻り 
ますので訂正を。 

ご登録の内容が一覧表示されます。 

確認してネ！ 

メモしてね！ 

注
意
し
て
ネ 
！ 

１つのＩＤ及びパスワードで、免許を受けた複数のアマチュア無線局
（移動する局と固定する局など）で使用することができます。 
また、複数の資格を取得していた場合、何れか１つの資格で取得 
したＩＤ及びパスワードで前記と同様、複数の無線局の電子申請に 
使用することができます。 
複数のＩＤ及びパスワードを取得すると、どのＩＤ及びパスワードを使用 
したものかわからなくなり、申請履歴の検索ができなくなる恐れがあり
ますので、ＩＤ及びパスワードは１人１つとすることをお奨めします。 

注 意 

５ 

戻る 送信 



すべて入力したらここをクリック 

  ＩＤ再発行画面－１ （Liteのメニュー画面） 

ここをクリック 

ＩＤ再発行だよ！！ 
ユーザID・パスワードを
忘れた場合やロックした
場合に進んでネ！ 

  ＩＤ再発行画面－２ （再発行情報入力） 

無線局の諸元はいらないよ。 

忘れた場合は空欄にして下さい。 

社団の場合のみ要記入。 

６ 

ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（再発行） ログイン 
できなくなった場合 



入力内容を確認の上、 
［送信］をクリック 

訂正事項があれば、 
［戻る］をクリック 

前頁入力画面に戻 
りますので訂正を。 

 
 
 
 

問い合わせ番号 

問い合わせ番号を記録（メモ）して、 
ご自身で保管して下さい。 

入力内容が一覧表示
されます。 

本申込みから、１週間
程度で「ﾕｰｻﾞＩＤ通知
書」（ハガキ）が郵送さ
れます。 

ﾕｰｻﾞＩＤ通知書到着
後、「初期パスワードの
変更」を行った後、電
子申請を行ってください。 

Ｕ２０１２＊＊＊＊－００００＊＊＊＊ 

確認してネ！ 

メモしてネ 

  ＩＤ再発行画面－３ （入力内容確認） 

  ＩＤ再発行画面－４ 
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  パスワード変更画面－１ （Liteのメニュー画面） 

ﾕｰｻﾞID通知書を受け

取った後に、まず、初期
パスワードの変更を行っ
てください。 
パスワード変更後、電子
申請を行ってください。 

ＩＤ・パスワード到着後の手続き 

  パスワード変更画面－２ （ログイン）  

総務省から郵送された「ﾕｰｻﾞＩＤ通
知書」に記載された「ﾕｰｻﾞＩＤ」と「初
期ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」を入力してください。 
「入力したパスワードを表示する。」に
チェックを入れると、入力欄には
「●●●●●●」ではなく、入力した
英数字がそのまま表示されます。 
パスワードの入力を１０回間違えると、
ロックされるので、ご注意ください。 

ユーザID・パスワードは
１バイト文字（半角）
だよ。 
ロックした等の場合は、 
ID・パスワードの再発
行（6ページ）を見てネ。 

ここをクリック 

＜参考＞ 
「照会・ユーザ情報変
更」では納付情報照会
など電子申請に関連す
る情報の照会・変更が
行えます。 

「操作手順」や「よくある
ご質問」も参照してくださ
い。 
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ここをクリック 



  パスワード変更画面３ （メニュー選択）  

  パスワード変更画面－４ （パスワード変更）  

「パスワード変更」をクリックし
てください。 

＜参考＞ 
本画面は後々、電子申請に
関連した情報を入手する際
にも使用します。 

注意！！！！ 
ユーザID及びパスワードは、本人を証明するものですので、個人の責任において
厳重な管理をお願いします。 
また、ユーザID及びパスワードの電話による照会等にはお答えできません。 
なお、パスワードの有効期限は６ヶ月です。ご注意ください。 

憶えておくと 
便利だよ！ 

9 

＜参考＞ 
入力ミスを回避する方法として、お使いのパソコンの「メモ帳」機能等を活用する
方法をお奨めします。 
「メモ帳」機能に予め入力したID及び新・旧パスワードを電子申請システムの「ＩＤ

又はパスワード」欄にコピー＆貼り付けしていただくと、間違いが生じる恐れが少
なくなります。また、同「メモ帳」機能に保存してＩＤ及びパスワードの自己管理を
行えば、失念することもなくなり便利です。 

新・旧のパスワード（半角）を 
入力して［変更］をクリックして 
ください。 
これで「パスワードの変更」は 
完了です。 
※パスワードは大小英文字と 
数字を使用して6文字以上 
32文字以内です。 
また、６ヶ月ごとに変更が必要
です。 



 簡単再免許入力画面－１ （Liteのメニュー画面）   

電子申請の申請書入力・
作成は申請メニューの「再
免許申請」をクリックしてくだ
さい。 

簡単再免許とは、「申請情報を
自動入力」の機能を使い、免許
番号を利用して申請情報の一部
を自動入力する方法だよ！ 
※全ての項目を最初から入力す
る場合は、１４ページから見てネ！ 

電子申請入力手順（簡単再免許） 
ここからが 
電子申請 

簡単再免許入力画面－２  

ここをチェック 

再免許申請で、不備通知
があったらこちらで訂正して
ください。 

再免許申請情報の一部
を自動入力する場合は、
無線局免許番号を入力し
てください。 
（注意）ID取得時に無線

局を未開設として登録した
場合や廃止・失効した無
線局の場合等において利
用できないことがあります。 

ここをクリック 

ここをクリック 

IDとパスワードを入力。 
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簡単再免許入力画面－３ （再免許の申請情報）  

電波利用料の前納
関係です。 
前納しない場合は次
に進んでください。 

ここをクリック 

保存してください。 

申請している無線機
の台数を記載。 

入力はこの頁
だけだよ！ 

チェックしてください。 

自動入力されます。 
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文字の大きさを変えられます。 

選択してください。 



簡単再免許入力画面－４ （内容確認）  

入力内容を確認の上、ここを
クリック。 

簡単再免許入力画面－５ （保存・送信）  

ここをクリック。 

入力内容を保存できます。 
保存した方が便利です。 

よく見てネ！ 

12 



  簡単再免許入力画面－６           

簡単再免許入力画面－７  

これで、アマチュア無線局の簡単再免許
申請の入力方法の説明は終わりです。 
入力項目が少なくて、意外と簡単だった
でしょう？ 
 
次ページからは、全ての項目を入力する
「通常再免許」について、説明するよ！ 
 
「簡単再免許」で入力できた方は、 
申請手数料の電子納付（２５ページ）を
見てネ！ 

送信が完了すると「問い合わ
せ番号」が表示されます。 
問い合わせ番号は今後の電
子申請に不明な事項があっ
た場合など、総合通信局に
問い合わせする際に必要な
番号ですので、記録（メモ）し
ておいてください。 

ここをクリック。 

13 

※申請・届出情報が 
システムに到達すると 
確認メールが送信さ 
れます。 



 通常再免許入力画面－１ （Liteのメニュー画面）   

電子申請の申請書入力・
作成は申請メニューの「再
免許申請」をクリックしてくだ
さい。 

「通常再免許」は、申請情報を
最初から全て入力する方法だ
よ！ 
※１０ページからの「簡単再免
許」で、免許番号から申請情報
の自動入力ができない方は、こ
ちらから入力してネ。 

別のルートでも行け
るよ！ 
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電子申請入力手順（通常再免許） 



 通常再免許入力画面－２  

 通常再免許入力画面－３ （申請書）  

申請書提出先の中国総合
通信局長を選択してください。 

個人又は社団の代表者を入
力してください。 

ここをクリックすると、登録され
ているユーザ情報が自動入
力されます。 

入力を完了したら［次へ］をク
リックしてください。 

ここをチェック 

再免許申請で、不備通知
があったらこちらで訂正して
ください。 

文字の大きさを変えられます。 

ここをクリック 
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社団（ｸﾗﾌﾞ）の場合、社団（ｸ
ﾗﾌﾞ）名を入力してください。 

個人又は社団（ｸﾗﾌﾞ）を選
択してください。 

郵便番号、都道府県・市区
町村を選択、町・丁目、フリ
ガナ、電話番号を入力してく
ださい。町・丁目にはアパート
名も入力してください。 



通常再免許入力画面－４ （申請書詳細入力）  

免許の番号、呼出符号、
免許の日及び満了の日を 
入力してください。 

通常再免許入力画面－５ （申請手数料等入力）  

前納しない場合は次に進ん
でください。 

クリックしてください。 

クリックしてください。 

氏名・電話番号等が申込 
者情報と同じ場合は、 
［申請者情報から自動入力］ 
を押してください。 

希望する場合のみ記載。 

申請している無線機の台数
を記載。 
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選択してください。 

チェックしてください。 



通常再免許入力画面－７   

通常再免許入力画面－６ （内容確認）  

入力内容を確認の上、ここを
クリック。 

ここをクリック。 

入力内容を保存できます。 
保存した方が便利です。 

内容をよく確認してネ！ 

17 



通常再免許入力画面－９  

これで、アマチュア無線局の再免許申請の入力方法 
の説明は終わりです。 
 
次は、申請手数料の電子納付（２５ページ）を見てネ！ 

 通常再免許入力画面－８           

ここをクリック。 

送信が完了すると「問い合わ
せ番号」が表示されます。 
問い合わせ番号は今後の電
子申請に不明な事項があっ
た場合など、総合通信局に
問い合わせする際に必要な
番号ですので、記録（メモ）し
ておいてください。 

前にも似たような画
面を見たことがある
よネ！？ 
ＩＤとパスワードを入
力して［送信］をク
リックしてください。 
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※申請・届出情報が 
システムに到達すると 
確認メールが送信さ 
れます。 

□入力したパスワードを表示する。 



  開設・変更申請書入力画面－１ （Liteのメニュー画面）  

  開設・免許申請書入力画面－２  

「開設申請」又は 
「変更申請・訂正申請」 
を選んでネ！ 

電子申請入力手順（開設・変更） 
ここからが 
電子申請 

利用する方をクリック 

クリックする。 

すでにファイルがある場合は、
こちらをクリックする。 
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どちらかを選んでネ！ 



  開設・変更申請書入力画面－３ （申請者）  

提出先の中国総合通信局
長を選択してください。 

個人又は社団（ｸﾗﾌﾞ）を選
択してください。 

社団（ｸﾗﾌﾞ）の場合、社団（ｸ
ﾗﾌﾞ）名を入力してください。 

氏名又は社団（ｸﾗﾌﾞ）代表
者名を入力してください。 

郵便番号、都道府県・市区
町村を選択、町・丁目、フリ
ガナ、電話番号を入力してく
ださい。町・丁目にはアパート
名も入力してください。 

  開設・変更申請書入力画面－４ （事項書及び工事設計書入力画面 その１）  

（必須）の付いた欄に必ず
入力してください。 

［申請者情報から自動入
力］をクリックすると、前画
面で登録した住所等の
データが自動入力されま
す。とっても便利！ 
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ここをクリックすると、登録され
ているユーザ情報が自動入
力されます。 

入力が完了したら、［次へ］を
クリックしてください。 



 開設・変更申請書入力画面－５ （事項書及び工事設計書入力画面 その２）  

（必須）の付いた欄に必ず
入力してください。 

住所と設置場所（常置
場所）が同じ場合は、
［申請者情報から自動
入力］をクリックしてネ！ 

 開設・変更申請書入力画面－６ （事項書及び工事設計書入力画面 その３）  

希望する周波数・電波の
型式・空中線電力を入力
してください。 

過去にアマチュア無線局を
開局していて再開局を行う
際、旧呼出符号を希望す
る場合、必要事項を入力
してください。 

電波の型式は、電波の
型式の入力型式の中
の一括コード記載一覧
を参照してネ 
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全て入力してください。 



 開設・変更申請書入力画面－７ （事項書及び工事設計書入力画面 その４）  

全ての入力を終え
たら、［次へ］をク
リックしてください。 
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工事設計書を入力する場
合は、工事設計書［編
集］ボタンを押してください。
また、お使いの無線設備が
技術基準適合証明設備
の場合は、編集ボタンを押
す前に、必ず「技術基準
適合証明設備の使用」の
チェックを忘れないでくださ
い。 

要注意 

［編集］ボタンを
押すと 空中線の型式や添付図面

があれば、こちらに入力して
ください。 

変更の場合は必ず「変更の種別」を選
択してください。 
（開設の場合には変更の種別は表示
されません。） 

使用する無線機の表示を確認し、 
「技術基準適合証明番号」の場合は、 
     ＫＨ○○○XXXXX 
 例   ＫＶ○○○XXXXX 
     ＫＵ○○○XXXXX 
を半角英数字で入力してください。 
 
「工事設計認証番号」の場合は、 
         ＫＮXXX 
 例    ０２ＫＮXXX 
      ００２ＫＮXXX 
を半角英数字で入力してください。 

送信機の番号を記入してください。 
例：第１送信機 

レ 

注意！！ 
技術基準適合証明番号のない無線機を使用する場合は、「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」等を入力する必要があります。 
ここでは、入力方法を記載しておりません。ご不明な点については中国総合通信局陸上課（TEL:082-222-3369）までご連絡ください。 

１台目の送信機について入力が終
わったら、［設定］を押してください。 
複数の送信機がある場合は、［設定］
を押した後に、同じように２台目、３台
目・・・と入力してください。 

・未選択→技適番号又は認証番号 
・選択→届出番号 

［技適番号等チェック］ボタンをクリックし
て番号を確認してください。（必須） 

送信機系統図などを添付ファ
イルとして付けることができます。 



  開設・変更申請書入力画面－８ （申請手数料の設定）  

※変更申請には本画面はありません。 

全ての入力を
終えたら、［次
へ］をクリックし
てください。 
 

事項書に記入した空中線電
力中、最大の「ワット数」を入
力してください。 
［手数料自動計算］を押すと
自動的に手数料額が設定さ
れます。 

電波利用料の前納を希望さ
れる場合は［設定・取消］をク
リックしてください。 

開設・変更申請書入力画面－９ （申請内容の確認） 

申請内容の確認画面 
 
 
 

次へ 

入力内容を確認の上、 
［次へ］をクリック 

訂正事項があれば、 
［戻る］をクリック 

前頁入力画面に戻 
りますので訂正を。 

ご入力の内容が一覧表示されます。 
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戻る 

 開設・変更申請書入力画面－１０ 申請書の送信・保存  

入力内容を保存できます。 
保存した方が便利です。 

ここをクリック。 



  開設・変更申請書入力画面－１１  

前にも似たような画面を
見たことがあるよネ！ 
ＩＤとパスワードを入力し
て［送信］をクリックしてく
ださい。 

  開設・変更申請書入力画面－１２   

ここをクリック。 

送信が完了すると「問い合わ
せ番号」が表示されます。 
問い合わせ番号は今後の電
子申請に不明な事項があっ
た場合など、総合通信局に
問い合わせする際に必要な
番号ですので、記録（メモ）し
ておいてください。 

24 

これで、アマチュア無線局の開設・変更申請の入力 
方法の説明は終わりです。 
 
次は、申請手数料の電子納付（２５ページ）を見てネ！ 

※申請・届出情報が 
システムに到達すると 
確認メールが送信さ 
れます。 

□入力したパスワードを表示する。 



申請手数料納付手続 

  問い合わせ番号通知（メール）  

申請書の［送信］完了後、申請書を受け取った総合通信局で
初期審査を行い、不備がなければ、以下のイメージの納付通知
（メール）をユーザ登録時に登録していただいたメールアドレスに送
付します。 
通知された「問い合わせ番号」を控えておいてください。 
 
電子申請の申請手数料の納付は、これまでの「収入印紙」によ
る納付ではなく、インターネットバンキング又はＡＴＭ（ペイジー
（Pay-easy））からの電子納付となります。 
ここでは、電子納付の流れを説明するよ。 

●●●●●●（申請者名） 

発信者：     DENPA-SHINSEI@denpa.soumu.go.jp 
宛先：       ･･････@･･･････ 
送信日時：    2011年4月1日金曜日 13:00 
件名：       総務省 電波利用 電子申請・届出システム Ｌｉｔｅ からのお知らせ 

･･････@･･･････ 様 
 
申請が受け付けられましたので、申請手数料の電子納付手続をお願いします。 
申請手数料の問い合わせ番号は S**************** です。 
（注） 本メールに記載の「問い合わせ番号」だけでは、電子納付手続きは行えません。 
 
■手数料の電子納付手続について 
  申請手数料の電子納付手続は、「ペイジー（Pay-easy）という仕組みに対応した金融 
機関のインターネットバンキング、または、ATMから行ってください。 
 
  電子納付手続に際しては、以下３つの番号（納付情報）が必要になります。 
   １．収納機関番号 
   ２．納付番号 
   ３．確認番号 
 
  下記リンクの「照会・ユーザ情報変更」→「納付情報照会」から・・・ 

納付通知（メール）イメージ 
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納付期限は納付通知から３０日です。 
ただし、再免許申請の納付期限は２週間
程度です。 
納付期限を過ぎないよう、納付情報照会
して電子納付するようにしてネ！ 

納付通知（メール）でお
知らせした問い合わせ
番号を入力して［検索］
をクリックしてください。 

問い合わせ番号を忘
れた場合は、条件なし
の検索できます。 
その場合、全ての情報
が表示されます。 

  納付情報照会ー１ 

「パスワード変更」と同
じ手順でログインして、
メニュー画面の 
「納付情報照会」をク
リックしてください。 

ログイン方法はもう分 
かるよネ!? 
分からなければ、 
８ページを見てネ！ 

  納付情報照会ー２ 
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  納付情報照会ー３ 

内容を確認して納付 
番号をクリックしてください。 

この画面では「納付 
期限」や「納付状態」、
「納付日」が確認 
できるよ！ 

  納付情報照会ー４ 

「収納機関番号」「納付 
番号」及び「確認番号」 
をメモしてください。 
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未納付であれば「電子納付」のボタンが押せるようになって
います。お使いのパソコンがインターネットバンキングの設定
済みの場合、このボタンから電子納付が行えます。 



  電子納付 

お使いのパソコンでインターネットバンキングがご利用できない場合は、 
ペイジｰ対応の金融機関（ゆうちょ銀行、都市銀行の一部など）のＡＴ
Ｍから電子納付を行ってください。 
その際、納付情報照会で確認した「収納機関番号」「納付番号」 
及び「確認番号」が必要となります。 
また、金融機関窓口では電子納付することはできません。 
電子納付を取り扱っていない金融機関もありますので注意してください。 

ＡＴＭの 
ﾍﾟｲｼﾞｰだよ! 
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http://www.pay-easy.jp/where/index.html 

ペイジー 検索 

 ＡＴＭからの電子納付方法 

 代表的な金融機関（ゆうちょ銀行の場合）の操作画面と操作方法をもとに説明します。金融機
関によっては操作画面が異なる場合がありますので、ご注意ください。 

１ ATMのメニュー画面から［料金払込（ペイジー）］と書か
れたボタンを押します。  

1 

2 

３ 画面に従って、 
①  「納付情報照会」（２７ページ）で控えた 「収納機関番
号」を入力し 、最後に［確認］ボタンを押します。 
②引き続き、「納付番号」を入力し 、最後に［確認］ボタンを、 
③同様に、「確認番号」を入力し、［確認］ボタンを押します。 

４ お客さまの氏名、申請手数料金額の確認画面が表示さ
れます。表示された払込内容を確認のうえ、［確認］ボタン
を押してください。「確認」ボタンを押すと、申請手数料の払
込手続が始まります。 
次に、現金またはキャッシュカードで払込を行うかを選択し、
画面指示に従って入金すれば、電子納付は完了です。 
利用明細書が印刷されます。 

3 

4 

５ 印刷された利用明細書を確認してください。 

５ 
利用明細書のイメージ 

２ ［手入力］ボタンを押します。  
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  補足資料：Ｑ＆Ａその１ ＷＥＢ公開情報（抜粋） 

Q 『総務省 電波利用 電子申請・届出システム』と『総務省 電波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅ』は違うのですか？ 

Ａ  本人確認方法が違います。お手軽に申請できるようになりました。 
    『総務省 電波利用 電子申請・届出システム』では電子証明書を利用して本人確認を行っていますが、『総務省 電  
  波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅ』ではユーザＩＤ・パスワードを利用して本人確認ができるようになりました。 

Q  『総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite』では、どのような申請・届出をすることができますか？ 

Ａ アマチュア局の「開局申請」「再免許申請」「変更申請（届出）・訂正申請」「予備免許中の変更申請（届出）・訂正 
  申請」「廃止届」ができます。  
     ※現在はアマチュア局に限りユーザＩＤ・パスワードを使用しての電子申請を受け付けています。   

Q 『総務省 電波利用 電子申請・届出システム』で取得したユーザＩＤは『総務省 電波利用 電子申請・届出システム 
  Ｌｉｔｅ』でも使用できますか？ 

Ａ  使用できません。 
     本人確認の手段などが大きく異なるため、『総務省 電波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅ』をご利用になるときは、 
   新規ユーザ登録の申込みを行ってください。 

Q  ユーザＩＤ・パスワードを取得するのに何が必要ですか？ 

Ａ  本人確認のため、氏名、ユーザＩＤ・パスワード送付先住所、無線従事者免許証の番号、生年月日を登録していただ 
  きます。無線局を開設している方は無線局の免許の番号も登録してください。 

Q  ユーザＩＤ通知書が到着するまでどれくらいかかるのですか？ 

Ａ  １週間程度かかります。 
  お申込みが集中した場合やゴールデンウィークや年末年始等はユーザＩＤ・パスワードの発行に時間を要することがあり 
  ます。※再免許申請等で申請の期間が限られている場合は、早めにユーザＩＤ・パスワードの申込みをしていただきます 
  ようお願いします。 

Q  問い合わせ番号とは何ですか？ 

Ａ ユーザＩＤ・パスワード発行に関するお問い合わせに使用する番号です。 
  ユーザＩＤ通知書が届くまでの間、問い合わせ番号を忘れないようにしてください。また、ユーザＩＤ発行後もユーザＩＤ・パ 
  スワードに関するお問い合わせの際にひかえておくと便利です。 

Q 総務省 電波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅで申請・届出した手続の申請手数料を納付したいのですが。 

Ａ 総務省 電波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅで申請・届出した場合の申請手数料は、インターネットバンキングま 
  たは金融機関のＡＴＭからのみの納付になります。また、定期検査手数料および登録免許税についても納付通知がメ 
  ールでされた場合は、インターネットバンキングまたはＡＴＭからの納付になります。 
  （電子納付に関する詳しい解説は、「電子納付について」をご覧ください。） 

Q インターネットバンキングの口座を開設していないのですが、電子納付をすることができますか？  

Ａ インターネットから電子納付を行うには、ＭＰＮ（マルチペイメントネトワーク）に参加している金融機関のインターネットバ 
  ンキングの口座が必要になります。口座を開設していない方は、電波利用料の納付が可能な金融機関のＡＴＭから 
  納付してください。なお、ＡＴＭからの納付には収納機関番号、納付番号、確認番号が必要となりますので、「納付情 
  報照会機能」より確認してください。 

補足資料：Ｑ＆Ａ 
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  補足資料：Ｑ＆Ａその２ ＷＥＢ公開情報（抜粋） 

Q 無線局ごとにユーザＩＤを取得しなければならないのですか？ 

Ａ  1つのユーザＩＤでご本人の複数の無線局の申請を行うことができます。複数のユーザＩＤを取得した場合、異なるユーザ 
  ＩＤの間では無線局の申請履歴等の申請情報の共有は行えず、それぞれのユーザＩＤで無線局の管理を行う必要があ 
  るため、複数のユーザＩＤを取得することは、お勧めできません。 

Q １つのユーザＩＤで、複数の無線局の手続きはできますか？ 

Ａ  手続できます。ただし、ユーザＩＤをお持ちの方ご本人の無線局に限ります。ご家族の場合でも、ご本人がそれぞれユー 
  ザＩＤを取得する必要があります。なお、個人局と社団（クラブ）局、また複数の社団局を開設する場合は、それぞれの 
  個人名・社団（クラブ）名でユーザＩＤ・パスワードを取得してください。 

Q アマチュア局を複数開設しているのですが、どの局の無線局免許の番号でユーザＩＤ・パスワードの取得をしたらよいで 
  すか？ 

Ａ  申込者が開設しているアマチュア局のいずれか代表する免許番号でユーザＩＤ・パスワードの取得をしてください。 

Q  複数の無線従事者の資格を取得しているのですが、どの無線従事者免許証の番号でユーザＩＤ・パスワードを取得し 
  たらよいですか？ 

Ａ  いずれの資格でもユーザＩＤ・パスワードを取得できます。（外国の無線従事者資格の場合は、制限があります。） 
  アマチュア局を開設している場合は、該当する無線従事者免許証の番号を入力してください。 

Q  過去にアマチュア局を開設していたのですが、今は無線局を廃止、失効しています。『開設済』でユーザＩＤ・パスワード 
  を取得したらよいですか？ 

Ａ ユーザ情報入力画面の「アマチュア局開設・未開設の別」の欄は「未開設」でユーザＩＤ・パスワードを取得してください。 

Q  無線従事者免許証に記載の氏名が結婚して変わったのですが、ユーザＩＤ・パスワードは取得できますか？ 

Ａ  取得できません。 
  無線従事者免許証の氏名の訂正を行った後、ユーザＩＤ・パスワード発行の申込みをしてください。 

Q 社団（クラブ）局の代表者が交代しますが、新代表者は新規ユーザ登録を行う必要はありますか？  

Ａ 交代前の代表者において代表者変更の手続きを行って頂く必要があります。その上で、申請・届出手続きが必要な 
  場合には、新しい代表者が改めて社団（クラブ）局名で新規ユーザ登録によりユーザＩＤ・パスワードを取得し、これによ 
  り申請等の手続きを行ってください。（前代表者のユーザＩＤによる申請履歴を引き継ぐ事はできません。）   

Q 外国の無線従事者資格でユーザＩＤ・パスワードを取得することはできますか？  

Ａ 取得できる場合があります。すでにアマチュア局を開設している方で開設や再免許の申請時に外国人登録証の写し  
  等を総合通信局又は総合通信事務所に提出をされている方は、本人確認ができますので外国の無線従事者資格 
  でユーザＩＤ・パスワードを取得できます。 まだ無線局を開設していない方は『総務省 電波利用 電子申請・届出シス 
  テム』の電子証明書による電子申請をご利用ください。  

Q 『総務省 電波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅ』による電子申請に添付できるファイルの種類を教えてください。 
Ａ 添付できるファイルの種類は、（１）ＰＤＦ、（２）Ｗｏｒｄ、（３）Ｅｘｃｅｌ、（４）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、（５）一太郎、（６）テキスト、 
 （７）画像 のファイルです。 
  添付ファイルを作成される前に、「提出可能な添付ファイル」をご確認の上、作成してください。 

Q 電子証明書によるアマチュア局インターネット申請プログラムで作成した申請書ＸＭＬファイルは利用できないのですか？ 

Ａ そのまま利用することができません。 
  「アマチュア局ＸＭＬ→ＺＩＰデータ変換ツール」をダウンロードし、これを利用して、ＺＩＰ形式のファイルに変換してから読み 
  込んでください。 



中国総合通信局 無線通信部 企画調整課 
電子申請ＨＰ   http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html 

お疲れ様でした。 
電子申請について不明な 
ことがあれば、総務省まで 
問い合わせてくださいネ。 

 電子申請に関して、ご不明な事項等がございましたら、 
 以下の問い合わせ先に、ご連絡ください。 
 
－電波利用 電子申請・届出システム ヘルプデスク－ 
         電話番号：０１２０－８５０－２２１ 
                     
－総務省中国総合通信局 無線通信部企画調整課－ 
        電話番号：０８２－２２２－３３５７又は３３４７ 
   
  対応時間：月曜日から金曜日（休日・祝日は除く。） 
         ８時３０分から１７時まで 

電子申請に関する問い合わせ先 
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